
令和６年４月１日付改正

修学資金貸付限度額（月額）一覧表

（単位：円）

※ 貸付限度額（ ）内の適用は、特に必要と認められる場合（医療系の学部など、多額の学

費が見込まれる等）に限るものとする

※ 平成 30 年 4 月 1 日より「学校等種別」に大学院が追加された

※ 令和 2 年 4 月 1 日より「高等専門学校・私立」「専修学校（専門課程）・私立」「大学」「専

修学校（一般課程）」の貸付限度額が引き上げられた。

※ 令和３年 4 月 1 日より「専修学校（一般課程）」の貸付限度額が引き上げられた。

※ 令和５年４月１日より「専修学校（一般課程）」の貸付限度額が引き上げられた。

※ 令和５年６月１日より「専修学校（一般課程）」の貸付限度額が引き上げられた。

学 年 別

学 校 等 種 別

1～3 年 4 年以降

高 等 学 校

専修学校（高等課程））

国 公 立
自 宅 通 学 18,000(27,000)

自 宅 外 通 学 23,000(34,500)

私 立
自 宅 通 学 30,000(45,000)

自 宅 外 通 学 35,000(52,500)

高 等 専 門 学 校

国 公 立
自 宅 通 学 21,000(31,500) 45,000(67,500)

自 宅 外 通 学 22,500(33,750) 51,000(76,500)

私 立
自 宅 通 学 32,000(48,000) 66,000(98,500)

自 宅 外 通 学 35,000(52,500) 77,000(115,000)

専修学校（専門課程）

国 公 立
自 宅 通 学 45,000(67,500)

自 宅 外 通 学 52,000(78,000)

私 立
自 宅 通 学 59,500(89,000)

自 宅 外 通 学 84,500(126,500)

短 期 大 学

国 公 立
自 宅 通 学 45,000(67,500)

自 宅 外 通 学 64,500(96,500)

私 立
自 宅 通 学 62,500(93,500)

自 宅 外 通 学 87,500(131,000)

大 学

国 公 立
自 宅 通 学 47,500(71,000) 47,500(71,000)

自 宅 外 通 学 72,500(108,500) 72,500(108,500)

私 立
自 宅 通 学 72,500 (108,500) 72,500(108,500)

自 宅 外 通 学 97,500(146,000) 97,500(146,000)

大 学 院
修 士 課 程 132,000

博 士 課 程 183,000

専修学校（一般課程） 34,000(54,000)




